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赤
い
羽
根
共
同
募
金

地
域
福
祉
活
動
へ
の
助
成

　

香
美
市
共
同
募
金
委
員
会
で

は
、
赤
い
羽
根
共
同
募
金
の
配

分
金
を
財
源
に
、
助
成
金
交
付

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
活
動
】

◆
地
域
住
民
の
集
い
・
介
護
予

　

防
体
操
の
会
・
行
事
等

◆
各
種
団
体
の
研
修
会
・
講
座

◆
そ
の
他

【
助
成
金
額
】
10
万
円
以
内

【
対
象
経
費
】
備
品
・
消
耗
品

の
購
入
、
チ
ラ
シ
等
の
印
刷
代
、

会
場
の
賃
借
料
等

※

飲
食
代
等
は
対
象
外

【
申
込
締
切
】
４
月
28
日
（
金)

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

香
美
市
共
同
募
金
委
員
会
事
務
局

☎
59
・
２
１
４
０

大
切
な
こ
こ
ろ
と

命
を
守
ろ
う

　

３
月
は
自
殺
対
策
強
化
月
間

で
す
。
自
殺
の
原
因
は
、
心
の

悩
み
や
身
体
の
健
康
、
生
活
や

家
庭
・
職
場
・
学
校
の
こ
と
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

自
殺
者
の
多
く
は
、
う
つ
状

態
に
陥
り
、
正
常
な
判
断
が
で

き
て
い
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
う
つ
病
は
、
こ
こ
ろ
と
体

の
不
調
が
長
く
続
き
、
日
常
生

活
に
支
障
を
き
た
し
て
し
ま
う

状
態
で
す
。
う
つ
病
は
誰
に
で

も
発
症
し
得
る
病
気
で
、
う
つ

病
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、

適
切
な
治
療
を
受
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
。

　

悩
ん
で
い
る
人
に
は
、
温
か

い
声
を
掛
け
て
く
だ
さ
い
。
一

人
で
悩
ま
ず
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

香
美
市
外
へ
引
越
し
す
る
方
は

転
出
届
の
提
出
が

オ
ン
ラ
イ
ン
で
で
き
ま
す

　

令
和
５
年
２
月
６
日
か
ら
、

転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
届
出

が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
方
は
、

香
美
市
役
所
へ
の
来
庁
が
不
要

と
な
り
ま
す
。
電
子
証
明
書
が

有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
方
で
、
香
美
市
か

ら
日
本
国
内
へ
の
引
越
し
を
す

る
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ご
自
身
単
身
で
の
引
越
し
の
他
、

ご
自
身
と
同
一
世
帯
員
、
ご
自

身
以
外
の
同
一
世
帯
員
の
方
の

引
越
し
で
も
利
用
可
能
で
す
。

※

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
て
転
出

届
の
提
出
を
し
た
後
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
持
参
の
う
え
、
転
入

先
市
区
町
村
の
窓
口
で
転
入
届
の
手

続
き
が
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

市
民
保
険
課

☎
53
・
３
１
２
６

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す

か
？

　

た
だ
今
、
令
和
５
年
度
の
税

の
申
告
相
談
（
令
和
４
年
１
月

１
日
～
令
和
４
年
12
月
31
日
ま

は分事【◆◆

で
の
所
得
）
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
申
告
が
必
要
な
方
は
、
次

の
期
間
中
に
申
告
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。

※

昨
年
か
ら
、
申
告
案
内
は
本
人
が

希
望
す
る
場
合
の
み
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

※

開
設
期
間
の
最
終
週
（
３
月
13
日

～
15
日
）
は
特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
、

受
付
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

※

マ
ス
ク
着
用
や
手
指
消
毒
な
ど
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
開
設
期
間
と
申
告
会
場
】

～
３
月
15
日
（
水
）
９
時
～
11

時
30
分
、
13
時
～
16
時
30
分

◆
市
役
所
本
庁
舎
市
民
ホ
ー
ル

土
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
３
月

４
日
（
土
）
９
時
～
11
時
30
分
、

13
時
～
16
時
30
分
は
受
付
。

◆
香
北
支
所　

※

３
月
14
日
ま
で

月
・
火
・
水
・
金
曜
の
み
受
付
。

◆
物
部
支
所　

※

３
月
14
日
ま
で

火
曜
と
木
曜
の
み
受
付
。

【
住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方
】

　

令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
、

香
美
市
に
住
所
ま
た
は
居
所
を

有
す
る
方
は
、
香
美
市
へ
住
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
は
除
き
ま
す
。

①
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申

　

告
書
（
令
和
４
年
分
）
を
提

　

出
さ
れ
る
方

②
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤

　

務
先
か
ら
香
美
市
へ
給
与
支

　

払
報
告
書
の
提
出
が
あ
る
方

※

提
出
の
有
無
は
勤
務
先
へ
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

③
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の

　

み
の
方

※

②
・
③
に
該
当
す
る
方
で
、
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
申
告
が
必
要
で
す
。

◆
次
に
該
当
す
る
方
は
確
定
申

告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

住
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。

①
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０

　

０
万
円
以
下
で
、
そ
れ
以
外

　

に
、
20
万
円
以
下
の
所
得
金

　

額
が
あ
る
方

②
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得

　

や
退
職
所
得
以
外
に
、
20
万

円
以
下
の
所
得
金
額
が
あ
る
方

◆
年
少
扶
養
親
族
控
除
の
申
告

漏
れ
が
あ
る
と
、
税
額
が
増
え

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※

そ
の
他
、
詳
し
く
は
広
報
香

美
１
月
号
に
掲
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

税
務
収
納
課
市
民
税
班

☎
52
・
９
２
９
２

市
役
所
で
電
話
録
音
を

開
始
し
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
市
役
所
（
一

部
出
先
機
関
を
除
く
）
の
電
話

に
つ
い
て
、
業
務
の
正
確
性
か

つ
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た

め
、
ま
た
、
職
員
へ
の
不
正
な

圧
力
お
よ
び
犯
罪
を
防
止
す
る

た
め
、
通
話
を
録
音
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
通
話
開
始
時
に
録
音

す
る
旨
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
流
れ

ま
せ
ん
。

　

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

総
務
課
総
務
班

☎
53
・
３
１
１
２

環
境
に
や
さ
し
い
農
業
を
！

～
代
か
き
等
の
注
意
点
～

　

水
稲
の
順
調
な
生
育
を
促
し
、

貴
重
な
土
壌
・
水
資
源
・
河
川

環
境
を
守
る
た
め
、
農
業
濁
水

軽
減
の
観
点
か
ら
、
次
の
こ
と

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
圃
場
か
ら
水
漏
れ
箇
所
が
な

　

い
か
作
業
前
に
畦
と
排
水
口

　

を
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

◆
止
水
板
等
を
設
置
し
て
作
業

　

時
に
水
が
流
れ
出
さ
な
い
よ

　

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
代
か
き
は
出
来
る
だ
け
浅
水

　

で
お
こ
な
い
ま
し
ょ
う
。

◆
水
管
理
に
注
意
し
て
、
田
植

　

え
前
の
強
制
落
水
を
少
な
く

　

し
ま
し
ょ
う
。

【
代
か
き
を
浅
水
で
や
る
こ
と

で
期
待
さ
れ
る
効
果
】

◆
田
面
の
均
平
が
取
り
や
す
く
、

　

生
育
ム
ラ
の
減
少
や
除
草
剤

　

の
効
果
発
揮
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ

　

ニ
シ
の
被
害
軽
減
に
つ
な
が

　

り
ま
す
。

◆
不
要
な
落
水
や
オ
ー
バ
ー
フ

　

ロ
ー
が
防
げ
、
貴
重
な
土
壌

　

の
流
出
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
課

☎
53
・
１
０
６
２

自
転
車
利
用
者
の
ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
が
努
力
義
務
化

　

道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、

４
月
１
日
か
ら
13
歳
未
満
の
努

力
義
務
で
あ
っ
た
自
転
車
利
用

中
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
が
全

年
齢
対
象
と
な
り
ま
す
。

令
和
３
年
中
の
全
国
の
自
転
車

事
故
に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ッ
ト
非

着
用
時
の
致
死
率
は
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
着
用
時
と
比
較
し
て
約
1.6

倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
交
通
事
故
に
お
け
る

ヘ
ル
メ
ッ
ト
非
着
用
時
の
損
傷

部
位
で
最
も
多
い
の
は
頭
部
で

あ
り
、
頭
部
損
傷
に
よ
り
亡
く

な
ら
れ
た
方
は
、
全
体
の
58
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

交
通
事
故
は
、
い
つ
起
き
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
大
人
も
子

ど
も
も
、
自
転
車
に
乗
る
と
き

は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま

し
ょ
う
。

【
自
転
車
安
全
利
用
五
則
】

１
．
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通

　
　

行　

歩
道
は
例
外
、
歩
行

　
　

者
を
優
先

２
．
交
差
点
で
は
信
号
と
一
時

　
　

停
止
を
守
っ
て
、
安
全
確

　
　

認

３
．
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

４
．
飲
酒
運
転
は
禁
止

５
．
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

自
転
車
を
利
用
す
る
際
は
、
自

転
車
安
全
利
用
五
則
を
守
り
、

安
全
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

防
災
対
策
課

☎
52
・
８
０
０
８

　現在、税金等が納期限までに納付

されない場合、督促状が発送され督

促手数料として２００円が加算され

ています。

　この手数料が令和５年度（令和５

年４月１日）から廃止されます。た

だし、令和５年３月末までに納期限

が到来した税金等については、これ

までどおり督促手数料がかかります。

　なお、４月１日以降も納期限まで

に納付されない場合、督促状は発送

されます。

　また、納付が遅れますと納付され

る日までの日数に応じ『延滞金』が

加算される場合がありますのでご注

意ください。

　令和５年度から、軽自動車税と固

定資産税の納付書にＱＲが印刷され

ます。これにより電子納付ができる

ようになり、納税が便利になります。

　税金等の納付は納期限までにお願

いします。

税金等の督促手数料が

廃止されます

◆市県民税

◆法人市民税

◆軽自動車税

　　税務収納課　市民税班

　　☎５２－９２９２

◆固定資産税

　　税務収納課　固定資産税班

　　☎５３－３１１６

◆国民健康保険税

◆後期高齢者医療保険料

　　市民保険課　保険班

　　☎５３－３１１５

◆介護保険料

　　健康介護支援課　社会長寿班

　　☎５２－９２８０

◆保育料

　　教育振興課　幼保支援班

　　☎５３－１０８８

廃止される督促手数料

１５ Kami

健康介護支援課健康づくり班

高知県中央東福祉保健所（直通）

高知県立精神保健福祉センター

心のテレ相談

高知いのちの電話

月～金

８時３０分～１２時

１３時～１７時１５分

月～金　１３時～１５時

毎日　９時～２１時

年末年始　１０時～１８時

毎月１０日はフリーダイヤル

８時～２０時　☎０１２０－７８３－５５６

☎５２－９２８２

☎５３－３１７３

☎０８８－８２１－４９６６

☎０８８－８２３－０６００

☎０８８－８２４－６３００

祝日、

年末年始除く


